
1
 

◎
新
潟
県

訓
令

第
１
号

 

本
 
 
 

 
 

庁
 

地
 
域
 

機
 

関
 

新
潟
県
職

員
服

務
規
程
（

昭
和

3
5
年
３
月

新
潟

県
訓

令
第

６
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

し
、

平
成

2
8
年

４
月

１
日

か
ら

実
施
す
る

。
 

平
成
2
8
年

３
月

2
5
日

 

新
潟
県
知

事
 

 
泉
 

田
 

 
裕

 
彦

 

次
の
表
の

改
正

前
の
欄
中

下
線

が
引
か
れ

た
部

分
（
以

下
「

改
正

部
分

」
と

い
う

｡
)
を

当
該

改
正

部
分

に
対

応
す

る
同

表
の
改

正
後
の
欄

中
下

線
が
引
か

れ
た

部
分

に
改

め
る

。
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
営
利
企

業
へ

の
従
事
等

）
 

第
1
4
条

 
職
員

は
、
地
方

公
務

員
法
第
3
8
条
に

規
定
す

る
営

利
企

業
へ

の
従

事
等

を
し

よ
う

と

す
る
と
き

又
は

消
防
団
を

中
核

と
し
た
地

域
防

災
力

の
充

実
強

化
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
5

年
法
律
第
1
1
0
号
）
第
1
0
条

第
１
項
に
規

定
す

る
非

常
勤

の
消

防
団

員
と

兼
職

し
よ

う
と

す
る

と
き
は
、

あ
ら

か
じ
め
所

属
長

を
経
由
し

て
営

利
企

業
従

事
等

許
可

申
請

（
消

防
団

員
兼

職

請
求
）
書

（
別

記
第
1
3
号

様
式

）
を
提
出

し
、

知
事

の
許

可
又

は
認

め
を

受
け

な
け

れ
ば

な

ら
な
い
。

 

 第
1
3
号
様

式
（

第
1
4
条
関

係
）

 

 
（
略
）

 

営
利
企
業

従
事

等
許
可
申

請
（

消
防

団
員

兼
職

請
求

）
書

 

下
記
の
と

お
り

営
利
企
業

従
事

等
許
可
申

請
（

消
防

団
員

兼
職

請
求

）
が

あ
り

ま
し

た
の

で
許
可
（

認
め

て
）
く
だ

さ
る

よ
う
副
申

し
ま

す
。

 

 
（
略
）

 

 
新
潟
県

職
員

服
務
規
程

第
1
4
条
の
規
定

に
よ

り
営

利
企

業
従

事
等

許
可
（

消
防

団
員

兼

職
）
を
申

請
（

請
求
）
し

ま
す

。
 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
略
）

 

 
（
略
）

 

（
営

利
企

業
等

の
従

事
等

）
 

第
1
4
条

 
職

員
は

、
地

方
公
務

員
法
第
3
8
条
に

規
定
す
る

営
利

企
業
等
に

従
事

し
よ
う
と

す
る

と
き

又
は

消
防

団
を

中
核

と
し

た
地
域
防

災
力

の
充
実
強

化
に

関
す
る
法

律
（

平
成
2
5
年

法

律
第

1
1
0
号

）
第

1
0
条

第
１

項
に

規
定
す
る

非
常

勤
の
消
防

団
員

と
兼
職
し

よ
う

と
す
る
と

き

は
、
あ

ら
か

じ
め

所
属

長
を
経

由
し
て
営

利
企

業
等
従
事

許
可

申
請
（

消
防
団

員
兼
職
請

求
）

書
（

別
記

第
1
3
号

様
式
）
を

提
出
し
、
知
事

の
許
可
又
は

認
め

を
受
け
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

  第
1
3
号

様
式
（

第
1
4
条

関
係
）

 

 
（

略
）

 

営
利

企
業

等
従

事
許
可
申

請
（

消
防
団
員

兼
職

請
求
）
書

 

下
記

の
と

お
り

営
利
企
業

等
従

事
許
可
申

請
（

消
防
団
員

兼
職

請
求
）
が

あ
り

ま
し
た
の

で
許

可
（

認
め

て
）

く
だ

さ
る

よ
う
副
申

し
ま

す
。

 

 
（

略
）

 

 
新

潟
県

職
員

服
務

規
程

第
1
4
条
の
規
定

に
よ

り
営
利
企

業
等

従
事
許
可
（

消
防
団
員
兼

職
）

を
申

請
（

請
求
）
し

ま
す

。
 

年
 
 
月

 
 

日
 

 

（
略

）
 

 
（

略
）

 

 


